
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

 

 

 

高千穂町都市計画マスタープラン 〈概要版〉  

１｜都市計画マスタープランについて （P1～2） 

２｜高千穂町の現況と課題 （P3～44） 

●都市機能に関する課題 

・効率的な都市施設の配置検討 

・地域の実情にあった公共交通サービスの検討 

・町財産（公共施設）の効率的な維持管理 

●土地利用に関する課題 

・将来を見据えた土地利用計画の実現 

・美しい自然環境や自然景観の保全 

●地域資源に関する課題 

・里山や農地などの身近な自然環境の保全 

・各観光資源と中心部を結ぶ回遊性の向上 

●暮らしに関する課題 

・移住・定住の促進による担い手確保 

・新たな雇用の創出・拡大の促進 

・ハード・ソフト対策による防災力の向上 

３｜全体構想 （P45～62） 

●基本目標 

暮らし・まちなみに温もりと趣があるまち 高千穂 

●将来像 

基本目標２ 都市機能の適正配置と交通ネットワークの確保による利便性の向上 

〈整備方針〉 

 （１）歩きたくなる空間づくり 

 （２）交通ネットワークの形成 

（３）上下水道の整備と維持管理 

（４）公園・緑地の充実 

地域資源を活かしたまちの活性化と観光地としての魅力向上 基本目標３ 

〈整備方針〉 

 （１）農林業の活性化・活力の維持 

 （２）地域資源と観光資源の保全・活用 

（３）本町が誇る歴史・文化・景観の保全・継承 

〈整備方針〉 

 （１）良好な居住環境の形成 

 （２）地域の実情に合った都市計画区域や用途地域等の 

見直し・設定 

（３）生活を支える都市機能の維持・向上 

基本目標１ 適切な土地利用計画の実現による良好な居住環境の形成 

高千穂町都市計画マスタープラン〈概要版〉 １ 

高千穂町の現況を踏まえ、以下のように課題を整理しました。 

◆計画期間：2022～2040年度 

※上位計画である「高千穂町総合長期計画」の

見直し時期と合わせた期間設定にします。実

施状況により適宜見直しを行います。 

◆計画の対象区域：町全域 

※都市計画区域を中心としますが、周辺の農

山村部も含めた町全域のまちづくりを考慮

します。 

住宅や教育・文化施設、商業施設などの『都市的土地利用』を中心とする用途地域内と、豊かな自

然や農地などの『自然的土地利用』が広がる用途地域外において、豊かな自然と町民の暮らしが調和

した都市環境・居住環境の形成を図ります。 

誰もが暮らしやすいと感じることのできるまちの機能の維持・向上を図るとともに、暮らしの基盤と

なるインフラ施設の整備促進および計画的・効率的な維持管理の実現を目指します。 

町民の誇りであり、来訪者が感じる高千穂町の魅力である自然の豊かさを、今後も保全していくため

に、地域資源（農林業、観光、自然、歴史等）を守り、育て、未来に引き継ぐための継続的な取り組

みを推進していきます。 

➢ 高千穂町都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 における「市町村の都市計画に関する

基本的な方針」となるものであり、まちの将来像実現に向けた土地利用をはじめとするまちづくり

の方針を明らかにし、本町の都市計画に関する総合的な指針としての役割を果たすものです。 

➢ 人口が減少に転じ、高齢化が急速に進む本町において、都市計画に関する総合的な指針として、こ

れからのまちづくりや、土地利用のあり方などを示します。 

➢ 本計画に基づき、地域の住民組織が主体となるだけでなく、より多くの町民が参画し、町民と行政

の協働によるまちづくりを進めていきます。 

➢ 町内各地域が持つ伝統的な生活文化などの個性を大切にしながら、本町が抱える課題を改善し、心

豊かに幸せな暮らしを続けていけるまちづくりを目指します。 

 

高千穂町
都市計画マスタープラン

高千穂町総合長期計画／まち・ひと・しごと創生総合戦略

高千穂町立地適正化計画

即す

即す

【宮崎県】

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針

（
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

（関連計画）

・まちづくり基本計画書

（都市再生整備計画 他）

・公共施設等総合管理計画

・国土強靭化地域計画

・景観計画

・空家等対策計画

・介護保険事業計画・高齢者

保健福祉計画 等

即す 連携

〈現況〉 

・2020 年時点で 11,642 人の人口が、 

2040 年の推計値では 7,803 人まで減少 

・公共施設の老朽化が進行 

・バス利用者が年々減少  など 



 高千穂町都市計画マスタープラン〈概要版〉 ２ 

都市構造計画図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値として、将来の人口を指標に設定するものとし、上位計画である

「第 6 次総合長期計画」における設定値同様とした。 

高千穂町都市計画マスタープラン〈概要版〉 ３ 

 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 2065 年 

社人研推計 12,755 11,717 10,678 9,677 8,739 7,803 6,867 6,008 5,268 4,635 4,075 

パターン 1 12,755 11,666 10,586 9,555 8,599 7,658 6,706 5,829 5,075 4,430 3,858 

パターン 2 12,755 11,666 10,607 9,611 8,698 7,804 6,882 6,027 5,292 4,664 4,112 

パターン 3 12,755 11,717 10,782 9,984 9,338 8,765 8,171 7,614 7,136 6,727 6,363 

パターン 4 12,755 11,737 10,861 10,157 9,662 9,289 8,892 8,486 8,151 7,878 7,598 

 

土地利用計画 目標値設定 

パターン１ 
合計特殊出生率が 1.82 のまま推移し、若年層の人口流出も抑制で

きない場合 

パターン２ 
合計特殊出生率が段階的に 2.30 まで上昇するものの、若年層の人

口流出は抑制できない場合 

パターン３ 
合計特殊出生率が段階的に 2.30 まで上昇し、若年層の人口流出

（転出者数）を段階的に 30%（2015 年比）抑制できる場合 

パターン４ 

パターン３に加え、今後 U I J ターン者が段階的に年間 12 世帯

（20～40 代夫婦+子ども 2 人の家庭が 8 世帯、リタイア世代夫婦

4 世帯）に増加、若年層の単身者が段階的に年間 10 人に増加する

とした場合 

 

用途地域や自然環境保全などの観点から、土地利用区分および区分ごとの土地利用方針を以下のように設定しました。 

将来都市構造に 

おける位置付け 
土地利用区分 地域分類 方針概要 

商業・業務系 

ゾーン 
中心市街地 商業地域、近隣商業地域を中心とする地域 

商業と居住が調和した一体的な土地利用、低未利用地の集約再配分や空き家の利活用、賑わい空間の創出、コンパクト

で多様な機能を持った拠点整備の促進 

住居系 

ゾーン 

近隣住居区域 住居地域、準工業地域を中心とする地域 神代川一帯における親水空間の創出、住みやすく安心安全な居住環境の形成、田園環境の維持 

環境調和住居区域 低層住居専用地域を中心とする地域 自然環境と調和した居住地域の形成および居住の誘導 

自然共生 

ゾーン 

環境保全区域 自然公園法第 1 種特別地域を中心とする地域 優れた景勝地や神話史跡等の観光・文化的利用の増進および保全 

風致的保全区域 地域特性としての風致を維持する区域 くしふる神社や荒立神社、高千穂神社、高千穂峡などの文化・観光資源を保全 

その他 

（重点地区） 

重点地区 

（医療福祉） 
開発・整備に伴い新たな土地需要が予測される地区 都市機能誘導区域として、医療・福祉機能を集約し、利便性の向上、機能の充実および施設間の連携強化 

重点地区 

（高千穂バイパス）  
開発・整備に伴い新たな土地需要が予測される地区 九州中央自動車道高千穂 IC 設置に伴う将来的な変化による無秩序な開発防止のために適切な規制誘導 

その他 

農山村集落地域 農山村集落および農用地区域 美しい農山村空間の保全・創出、棚田や刈干場などの原風景を保全、農用地の用途変更に関する監視・指導 

森林地域 森林区域を中心とする区域 
環境保全型の森林管理と多面的な森林活用、自然環境保全のための造林、植林など計画的な森林整備、多面的機能の維

持および適正な整備の促進 

 

【設定値】 



 

４｜地域別構想 （P63～83） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高千穂町都市計画マスタープラン〈概要版〉 ４ 

●地域別構想の地区区分 

全体構想に示した整備方針等を踏まえ、各地区の現況や課題に対応したまちづくりの方針を地域別構想として整理しました。 

なお、地区区分の設定は、地域のまちづくりの方向性を考えるうえで、適切な範囲となるよう設定しました。 

●地区別のまちづくり方針 

地区別のまちづくり方針は、全体構想と同様に、3 つの基本目標を実現す

るための方針をそれぞれ整理しました。 

方針の内容は、「まちづくり基本計画書」や「公共施設等総合管理計

画」、「農業振興地域整備計画書」等の関連計画との整合性にも留意しなが

ら設定しました。 

 

【基本目標１】 

適切な土地利用計画の実現による良好

な居住環境の形成 

【基本目標２】 

都市機能の適正配置と交通ネットワー

クの確保による利便性の向上 

【基本目標３】 

地域資源を活かしたまちの活性化と観

光地としての魅力向上 

三田井 ・計画的な土地利用の実現 

・居住誘導特認区域における、自然環境

に配慮した居住環境の形成 

・優良農地の保全、農地が有する多面的

機能の維持・発揮 

・まちなかの賑わい創出や空き家の利活

用、歩きたくなる空間づくり 

・都市機能誘導区域内に都市施設を誘

導・集約し、利便性の向上・機能の充

実 

・都市計画決定以来未着手となっている

都市計画道路の計画見直し 

・公共交通に関するニーズを考慮し、地

域の実情に合った公共交通のあり方

検討 

・観光業のさらなる活性化や雇用の拡 

 大 

・神代川周辺における川とまちが一体と

なったまちづくりの推進 

・鉄道遺産でもある高千穂鉄橋を活用し

た公園整備 

岩戸 

上岩戸 

・優良農地の確保・保全、U I J ターン者

が安心して就農できる仕組みづくり 

・安全安心な暮らしを確保するための防

災対策強化 

・「公共施設等総合管理計画」に基づき施

設の縮小・統合・廃止を含めた検討 

・地域の活性化に資する安全・快適な歩

行空間の形成 

・公共交通に関するニーズを考慮し、地

域の実情に合った公共交通のあり方

検討 

・地域の交流拠点として、あまてらす館

の活用 

押方 

向山 

・優良農地の確保・保全、U I J ターン者

が安心して就農できる仕組みづくり 

・移住・定住の受け皿となる居住地の整

備推進 

・公共交通に関するニーズを考慮し、地

域の実情に合った公共交通のあり方

検討 

・学校跡地の利活用検討 

・定期的な空き家の調査、利活用方法検

討などの空き家対策を推進 

田原 

河内 

五ケ所 

・優良農地の確保・保全、U I J ターン者

が安心して就農できる仕組みづくり 

・今後の利用が望めない耕作放棄地等に

ついては、他用途への転換対策を推進 

・公共交通に関するニーズを考慮し、地

域の実情に合った公共交通のあり方

検討 

・学校跡地の利活用検討 

・定期的な空き家の調査、利活用方法検

討などの空き家対策を推進 

上野 

下野 

・優良農地の確保・保全、U I J ターン者

が安心して就農できる仕組みづくり 

・安全安心な暮らしを確保するための防

災対策強化 

・公共交通に関するニーズを考慮し、地

域の実情に合った公共交通のあり方

検討 

・学校跡地の利活用検討 

・四季見原すこやかの森キャンプ場にお

ける集客向上 
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